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┃ １）子ども・若者支援協議会からのお知らせ  　　　　　　　　 　　┃
┃　　「第３回ぐんまの子ども・若者支援フォーラム」の最終案内      ┃
┃　　　　今週末、１０月３０日（日）に開催されます　　　　　　　　┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
　　
┌─┐
｜１｜掛川市長　久保田崇様の基調講演
└─┘「子ども・若者育成支援推進法制定から１０年を迎えて」
　　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　　　
　　　第3回ぐんまの子ども若者支援フォーラムでは、「子ども・若者育成
　　支援推進法」の策定に取り組まれた元内閣府官僚で、現在は掛川市長
　　として活躍されている久保田崇氏による基調講演が行われます。

　　　せっかくの機会なので是非、講演をお聞きください。

　　【概要】
　　　　日時　令和4年10月30日（日）13:00～16:00　（入場無料）　
　　　　会場　渋川市金島ふれあいセンター（渋川市金井1999番地）      
　　　　内容　第３回ぐんまの子ども・若者支援フォーラム」
　　　　　　　～支援を必要としている方と支援者がうまく
　　　　　　　　　かみ合う社会の実現を目指して～
　　　　主催　ぐんまの子ども・若者支援フォーラム実行委員会
　　　　共催　群馬県子ども・若者支援協議会

　　【基調講演】　13:15～
　　　　　テーマ「子ども・若者支援推進法制定から１０年を迎えて」
　　　　　講師　久保田　崇（くぼた　たかし）氏
　　　　　／静岡県　掛川市長
　　　　　／1976年静岡県掛川市生まれ。2001年内閣府入府。
           「子ども・若者育成支援推進法」の制定等に携わる。 
         ボランティア活動をきっかけとして、2011年から2015年まで
         岩手県陸前高田市副市長として、津波被災地の復興に関わる。
         2016年から立命館大学公務研究科教授（災害復興支援室副室長）
         2019年に掛川市副市長に就任、2021年より現職。

　　【分科会】
　　　　Ａ分科会：多様な子どもたちの支援のススメ
　　　　　　ヤングケアラーの現状の課題や多様な環境・課題の中にいる
　　　　　　子どもたちを支援するために何が大切なのかを考えます。
　　　　Ｂ分科会：あきらめた気持ちから、立ち上がる気持ちへ
　　　　　　不登校を経験した元当事者による若者のリアルな声を聴きな
　　　　　　がら、必要な支援は何なのかを考えます。
　　　　Ｃ分科会：居場所と社会参加を考える
　　　　　　「居場所と社会参加」をテーマに、様々な居場所運営をされて
　　　　　　いる団体に日常活動を紹介していただき、支援団体同士の交流
　　　　　　と学びの場となるように準備をしております。
　　　　Ｄ分科会：官民連携
            様々な課題を抱えている人たちを支える支援の輪を広げるには
　　　　　　官民が一体となって取り組まなければなりません。
　　　　　　この分科会では、官民の連携に取り組んでいる社会福祉協議会
　　　　　　の方にご登壇いただき、現状と課題そして連携について議論を
　　　　　　深めます。



　　　　
　　　　分科会などの詳細と参加申込みはこちらを御覧ください。
　　　  　https://minamikaze2015.wixsite.com/home
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